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○小値賀町離島開発総合センター使用条例 

昭和50年３月15日条例第８号 

別表（第３条関係） 

使用区分 昼間（８時30分―17時） 夜間（17時―22時） 

備考  
３時間以内 

超過１時間につ

き 
３時間以内 

超過１時間につ

き 施設名 

町民ホール 2,580円 1,030円 3,090円 1,030円  

会議室 520 150 720 210  

調理実習室 1,550 520 2,060 720  

１ 冷暖房使用のときは、規定料金の30％増とする。 

２ 超過時間が30分を超えたときは、１時間とみなす。 

３ 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 電気・熱料を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。 

宿泊室 １人１回（17時―翌日８時30分） 1,030 
児童生徒は、半額とす

る。 

浴室 65歳以上の老人及び宿泊者に限る。 無料  

 


